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松
浦

茂
著

『清
朝
の
ア
ム
ー
ル
政
策
と
少
数
民
族
』

(東
洋
史
研
究
叢
刊
之
六
十
九
)

一

本
書
の
位
置
づ
け

佐
々
木

史

郎

ア
ム
ー
ル
川
流
域
を
含

む
北

東

ア
ジ
ア
の
歴
史
的
研
究

は
、
白
鳥
庫
吉
、

池
内
宏
と
い

っ
た
碩
学

た
ち
も
手

が
け
た
伝
統

あ
る
研
究
分
野

で
あ
る
。
松

浦
氏
が
手
が
け
た
清

に
よ
る
ア
ム
ー
ル
川
流
域

の
支
配

と
、

そ
の
下

に
置
か

れ
た
住
民

の
歴
史
的

な
変

化

に
関
す
る
研
究

で
も
、
和

田
清
、
島

田
好
、
園

田

一
亀
、
阿
南
惟
敬
、

吉
田
金

一
、
増
井

寛
也
な
ど
の
鐸

々
た
る
名
前
が
並

ん

で
お
り
、
本
書
は

こ
れ
ら

の
先
学
た
ち
が
残
し
た
北
東

ア
ジ
ア
史
研
究

の

系
譜
上

に
位
置
づ
け
る

こ
と
が

で
き
る
。

し
か
し
、
従
来

の
研
究
と
比

べ
る
と

そ
の
情
報
量
は
飛
躍
的
に
増
大

し
た
。

そ
れ
は
、

従
来

ほ
と

ん
ど
手

が

つ
け
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
棺
案
類

(行
政
文

書
)
を
根
本
史
料
と
し
た
か

ら
で
あ

る
。

増
井
寛
也
ま

で
の
研
究
は
基
本
的

に
中
国

や
日
本

で
す

で
に
刊
行
さ
れ
た
史
料

に
基

づ
い
て
い
た
。
例

え
ば
歴

代
皇
帝

の
治
世
期

の
公
式
記
録

で
あ
る

『
清
実
録
』
、

法
令
類
や
事
例
類

を

ま
と
め
た

『
清
会
典
』
、
基
本
的

な
地
誌

で
あ

る

『
大
清

一
統
志
』
、
あ
る

い

は
各
地

の

「
方
志
」

そ
の
他

の
地
方
志
類

(『
吉
林
通
志
』
、
『吉
林
外
志
』
、
『
盛

京
通
志
』
な
ど
)、
個
人

の
見

聞
録

(『柳
辺
紀
略
』、
『寧
古
塔
紀
略
』、
『
西
伯
利
亜

東
偏
紀
要
』
な
ど
)
な
ど
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
良
質

の
史
料

で
は
あ
る
が
、
編

者
に
よ

っ
て
史

料
や
資
料

の
取
捨
選
択
が
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
伝
聞
や
他

書

評

の
著
作

か
ら
の
引
用
が
多
く
、
実
態

を
知

る
に
は
不
十
分

な
点

も
多

か

っ
た
。

そ
れ
に
対

し
て
、
本
書

の
著
者
は
役
所

に
保
管
さ

れ
て
い
た

一
次
史

料

で
あ

る
櫨
案
類

を
根
本
史
料
と
し
た
。
そ
れ
は
、

ア
ム
ー
ル
川
下
流

域
と
サ

ハ
リ

ン
を
管
轄

し
た
寧
古
塔
副
都
統
衙
門
と
三
姓
副
都
統
衙
門

の
棺
案

で
あ
る
。

前
者
は
北
京

の
第

一
歴
史
棺
案
館

に
、
後
者

は
藩

陽
の
遼
寧

省
椹
案
館

に
そ

れ
ぞ
れ
保
管
さ
れ

て
い
た
よ
う
で
、

こ
の
う
ち
後
者

の

一
部

が
現
代
中
国
語

に
翻
訳
さ
れ

て
出
版
も
さ
れ
て
い
る

(例
え
ば
遼
寧
省
棺
索
館
等
編

『
三
姓
副
都

統
衙
門
満
文
棺
案
訳
編
』
遼
藩
書
社

一
九
八
四
年
)。

本
来

こ
れ
ら

の
楢
案
は
、

よ
り

ア
ク
セ

ス
し
や
す

い
中
国

の
研
究
者
が
積

極
的

に
使
う

べ
き

で
あ

っ
た
。

し
か
し
、

『
三
姓
副
都
統

衙
門

椹
案
』

の

一

部
を

除

い
て
中

国

の
研

究
者

に
は
顧

み
ら
れ

る
こ
と
が

少
な

く
、

こ
と

に

『
寧
古
塔
副
都
統
衙
門
棺
案

』

は
、

事
実
上
松
浦
氏
が
初
め

て
本
格
的

な
分

析
を
試

み
た
と

い

っ
て
よ

い
。

本
書
を
読
む
と
、

『
寧
古
塔
副
都
統
衙
門
棺

案
』

の
史
料

と
し

て
質

の
高
さ
と
精
度

に
驚
か
さ
れ

る
。

一
七
世
紀
後
半

か

ら

一
八
世
紀
末
ま

で
の
ア
ム
ー
ル
川
流
域
、

ロ
シ
ア
沿
海
地
方

、
サ

ハ
リ

ン

に
お
け
る
清
朝

の
進
出
過
程
や
そ
れ
が
築

い
た
制
度

だ
け
で
な
く
、

そ

の
地

方

に
い
た
住
民
の
文
化

や
社
会

に
関
す
る
詳
細
な
記
述

が
含

ま
れ
て
お
り
、

し
か
も
住
民

の

一
人

一
人

の
顔
が
見
え
る
ほ
ど

の
精
度
を
持

っ
て
い
る
。
し

た
が

っ
て
、

そ
の
よ
う
な
史
料
を
使
用
し
た
本
書
も
、
先
行
研

究
と
比

べ
る

と
そ
の
記
述

の
精
度

が
格
段

に
上
が

っ
て
い
る
の
は
い
う
ま

で
も
な

い
。

ま
た
、

こ
の
史
料

の
分
析
は
、
単
に
清
朝

の
北
東

ア
ジ
ア
政

策
、
東
北
地

方
政
策

の
成

立
過
程
だ
け
で
な
く
、
謎

に
包

ま
れ
た

一
七
、

一
八
世
紀

に
お

け
る

こ
の
地
域

の
地

理
と
住
民
構
成
、
そ

の
文

化
も
明
ら
か

に
す
る
。

ロ
シ

ア
が

こ
の
地
方
か
ら
撤
退

し
た

一
六
八
九
年
か
ら
再

び
姿
を
見
せ
る

一
八
四

一
〇

五

(
四
一
五)



書

評

九
年
ま

で
の
間

の

一
六
〇
年

あ
ま
り
の
時
代

は
関
係

す
る
資
料

が
少

な
く
、

謎

の
時
代

で
あ

っ
た
。
歴
史
学

だ
け
で
な
く
人
類
学

や
民
族
学

の
文
献

で
も
、

歴
史
概

観

の
章

で
は

こ
の
時

代

に

つ
い

て
は
ほ
と
ん
ど
言

及
さ

れ

て
こ
な

か

っ
た
。
本
書

は
そ
の
空
白

の

一
六
〇
年

を
埋
め
る
と
い
う
役
割
も
果
た
し

て
い
る

の
で
あ
る
。

評
者
は
文

化
人
類
学
あ

る
い
は
民
族
学
を
専
攻
す

る
。

そ
の
た
め
、
視
点

も
人

類
学

・
民
族
学

の
立
場

に
立

ち
、
歴
史
学

と
は
異

な
る
。
し
か
し
、
評

者
の
専
門

地
域

が
ま
さ
に
本
書

で
扱

わ
れ
て
い
る
ア
ム
ー
ル
川
流
域
か
ら
サ

ハ
リ

ン
、

ロ
シ
ア
沿
海
地
方

で
あ
り
、

こ
の
地
域

の
民
族
的
、
文
化
的
状
況

を
理
解

す
る
に
は
歴
史
的
分
析

は
不
可
欠

で
あ

る
。
実

は
評
者
が

こ
の
地
域

の
研
究
を
始
め
る
き

っ
か

け
と
な

っ
た

の
は
、

二
〇
年
前

に
出
会

っ
た

『
三

姓
副
都
統

衙
門
椹
案
』

(実
際
に
は
現
代
中
国
語
訳
さ
れ
た

『三
姓
副
都
統
衙
門
満

文
棺
案
訳
編
』
)
と
著
者

の
論
文

(
一
九
八
七
年
の

『史
林
』
七
〇
巻
四
号
に
寄
稿

さ
れ
て
い
た

「清
朝
辺
民
制
度
の
成
立
」
)、

そ
し

て
、
当
時
留
学
し

て
い
た

モ
ス

ク

ワ
の
民
族
学
研
究
所

で
受

け
た

A

・
V

・
ス
モ
リ

ャ
ー
ク
博
士

(
ア
ム
ー

ル
川
下
流
域
と
サ
ハ
リ
ン
の
先
住
諸
民
族
の
専
門
家
)
の
指
導

だ

っ
た
。
そ

の
後

著
者

は

一
九
九
三
年
か
ら

『
寧
古
塔
副
都
統
衙
門
棺
案
』

の
分
析
を
始
め
、

評
者

は

ソ
連
崩
壊
前
後
か

ら
可
能

に
な

っ
た
先
住
民
族
社
会

で
の
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
に
専
念
す

る
よ
う

に
な

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
評
者
は
あ
く
ま

で

も
ア
ム
ー
ル

・
サ

ハ
リ

ン
地
域

の
先
住
民
族
社
会
研
究
と

い
う
立
場
か
ら
本

書

の
評
価

を
行

う
こ
と

に
し
た

い
。

二

本
書
の
内
容
と
特
徴

本
書

は
四
部

一
二
章
と
附
篇

二
章

で
構
成
さ
れ

て
い
る
。

一
〇
六

(
四
一
六)

第

一
部

「
清
朝
の
北
方

調
査
」
に
含
ま
れ
る
三

つ
の
章

、
す
な
わ
ち

「第

一
章

ネ
ル
チ

ン
ス
ク
条
約
直
後
清
朝

の
ア
ム
ー
ル
川
左
岸

調
査
」
、

「第

二

章

一
七
〇
九
年
イ

エ
ズ

ス
会
士

レ
ジ
ス
の
沿
海
地
方
調
査
」
、

「第

三
章

一
七
二
七
年

の
北
京
会
議

と
清
朝

の
サ

ハ
リ

ン
中

・
南
部
進
出
」

は
、

一
六

八
九

年
に
締

結
さ
れ
た
ネ
ル
チ
ン

ス
ク
条
約
後

の
清
朝

の
ア
ム
ー
ル
、

サ

ハ

リ

ン
地
域

で
の
支
配
権

と
統
治
機
構

の
確
立
過
程
を
詳
細

に
論

じ
た
も

の
で

あ
る
。
ネ

ル
チ

ン
ス
ク
条
約
後

の

一
六
九
〇
年

(康
煕
二
九
年
)
に
清

朝
が

ア
ム
ー
ル
川
下
流
域
各
地

に
調
査
隊
を
派
遣
し
た
こ
と
は

『
清
実
録
』

そ
の

他

の
記
録

か
ら
も
知

ら
れ
て
い
た
が
、
ど

の
よ
う
な
構
成

の
隊

を
ど
こ

へ
派

遣
し
、

そ
の
結

果
ど
の
よ
う
な
情
報
を
得
た

の
か
、

そ
の
詳
細

は
知

ら
れ

て

い
な
か

っ
た
。

『寧
古
塔

副
都
統
衙
門
棺
案
』

の
記
録

は
そ
れ

を
見
事

に
明

ら
か
に
し

て
く
れ
た
の
で
あ

る
。

こ
の
三

つ
の
章

の
中

で
評
者

が
注
目
し
た

の
は
第

二
章

で
、

レ
ジ

ス
ら

の
調
査
目
的
に

エ
ゾ

(蝦
夷
あ
る
い
は
ア
イ
ヌ
を

指
す
)
を
探
す

こ
と
が
含
ま
れ

て
い
た

こ
と
で
あ

る
。

一
七
世

紀
当
時

日
本

列
島

の
北

に
広

が
る
地
域

は
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

の
地

理
学

に
と

っ
て
は
最
後

の

空
白
地
帯

で
あ

っ
た
。

こ
の
謎

の
地
域
あ
る

い
は
人

々
で
あ

る

エ
ゾ
を
探
し

出
す
こ
と
が
、

イ

エ
ズ

ス
会
士

の
調
査

の
主
要
な
目
的

の

一
つ
だ

っ
た
と

い

う
の
で
あ
る
。

こ
れ

は
従
来

の
歴
史
地
理
学
的
研
究

に
は
見

ら
れ
な
か

っ
た

画
期
的

な
指
摘

で
あ

る
。
ま

た
、
第
三
章

で
は
清
朝

の
サ

ハ
リ
ン
進
出
過
程

だ
け
で
な
く
、

一
八
世
紀
初
期
当
時

サ

ハ
リ

ン
に
ど
の
よ
う
な
住
民
が
ど

こ

に
住

ん
で
い
た

の
か
が

か
な
り
明
ら
か
に
な
り
、
そ
の
結
果
、

す
で
に
刊
行

さ
れ

た

『
三
姓

副
都
統
衙
門
満
文
櫨
案
訳
編
』
で
訳
出
さ
れ
た
棺
案

に
含
ま

れ
て
い
る
毛
皮
貢
納
民

リ

ス
ト
の

一
部

の

パ
ラ
名

と
そ
の
居
住
地
が
か
な
り

明
確

に
な

っ
て
き
た
。

こ
の
点

も
サ

ハ
リ
ン
の
歴
史

を
知

る
上

で
重
要
な
研



究
成
果

で
あ
る
。

第

二
部

「
ア
ム
ー
ル
川
水
系

の
経
済
構
造
と
商
人
」

に
は

「
第
四
章

十

七
世
紀

ア
ム
ー
ル
川
中
流
地
方
住
民

の
経
済
活
動
」
、
「
第
五
章

十
八
世
紀

ア
ム
ー
ル
川
下
流
地
方

の
ポ
ジ
ホ
ン
」
、
「
第
六
章

十
八
世
紀

の
サ

ハ
リ
ン

交
易

と
キ
ジ
事
件
」

の
三

つ
の
章
が
含
ま
れ

て
い
る
。

こ
こ
で
は
主

に
清
朝

と

ア
ム

ー
ル
川
流
域

の
住
民

と
の
経

済
活
動

(物
資
の
や
り
と
り
と
そ
れ
に
伴

う
人
の
動
き
)
が
論

じ
ら
れ
、
そ

の
中

で
も
満
洲
貴
族

の
娘
と
結

婚
す

る

エ

フ
や
ポ
ジ
ホ

ン
と
呼
ば
れ
た
人
々
が
、
清
朝

と
の
政
治
的
、
経
済
的

な
関
係

で
果
た
し
た
役
割
が
明
ら
か

に
さ
れ
て

い
る
。
第
五
章

で
扱

わ
れ
た
ポ
ジ
ホ

ン
の
件
と
第
六
章

で
扱
わ
れ
た

ア
ム
ー
ル

の
住
民
と
サ

ハ
リ

ン
の
ア
イ

ヌ
と

の
間

で
起
き
た
殺
人
事
件

の
件
は
、

一
八
世
紀

に
お
け
る

ア
ム

ー
ル
川
流
域

の
住
民
と
清
朝
と

の
間

の
政
治
経
済
関
係

の
深
部
を
え
ぐ
り
出
す
と
と
も

に
、

サ

ハ
リ
ン
を
経
由
し

て
日
本
と
も
交
渉
し

て
い
た

「
サ

ン
タ

ン
人
」

に
も

つ

な
が
る
テ
ー

マ
で
あ
り
、
と
も

に
好
論
文

で
あ

る
。

そ
れ
だ
け

に
、
評
者
と

著
者
と

が
見
解

を
異

に
す

る
部
分
が
生
じ

て
い
る
が
、

そ
れ

に
関
し

て
は
後

述

す
る
。

第

三
部

「
ア
ム
ー
ル
川
中

・
下
流
地
方

の
辺
民
」

の

「
第
七
章

ア
ム
ー

ル
川
中

・
下
流
地
方

の
辺
民
組
織
」
、
「
第
八
章

康
煕
前
半

に
お
け
る
ク
ヤ

ラ

・
新

満
洲
佐
領

の
移
住
」
、
「第
九
章

十

八
世
紀

の
ア
ム
ー
ル
川
中
流
地

方

に
お
け
る
民
族

の
交
替
」

の
三

つ
の
章

は
著
者

の
清
朝

の
ア
ム
ー
ル
支
配

研
究

の
出
発
点
と
な

っ
た
論
文

で
あ
る
。
本
書

を
構
成

す
る
各
章

は

い
ず
れ

劣
ら
ず
優
れ
た
論
文

で
あ
る
が
、
評
者

が
最
も
重
要

な
論
文

と
し

て
推
す

の

は

「
第
七
章

ア
ム
ー
ル
川
中

・
下
流
地
方

の
辺
民
組

織
」

で
あ
る
。
そ

こ

で
は

『
寧
古
塔
副
都
統
衙
門
棺
案
』
と

『
三
姓
副
都
統
衙
門
楢
案
』

の
分
析

書

評

か
ら
得

ら
れ
た

一
八
世
紀

の
ア
ム
ー
ル
川
流
域
と
サ

ハ
リ

ン
の
住
民
構
成
と

そ

の
分
布
が
、

バ
ラ

(氏
族
)
、

ガ
シ

ャ
ン

(集
落
)

レ
ベ
ル
で
明
ら
か
に
さ

れ

て
い
る
。

そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る

の
は
、
住
民

の
居
住
分
布
と
そ
の
後

の
変

動

に
関
す
る
情
報
だ
け

で
な
く
、
清
朝

の
統
治
組
織
と

の
関
係
に
も
規
定
さ

れ
る
住
民
固
有

の
社
会
組
織

の
あ
り
方

で
、

そ
れ

は
人
類
学

・
民
族
学

が
重

視
す
る
現
地
調
査

(
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
)

で
得

ら
れ

る
情
報
と
同
質

の
も

の

で
あ
る
。
今
後

こ
の
章

に
盛
り
込
ま

れ
て
い
る
情
報
と

フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク

で
得
ら
れ
た
情

報
と
の
比
較
検
討

に
よ

っ
て
、
現
在

ア
ム
ー
ル
川
流
域
と
サ

ハ
リ
ン
に
残
る
先
住
諸

民
族

の
社
会
構
造

と
社
会
構
成
原
理
を
歴
史
的
な
視

点

か
ら
再
検
討
す
る

こ
と
が
可
能

に
な
る
だ
ろ
う
。

第
四
部

「
清
朝

の
ア
ム
ー
ル
統

治

シ
ス
テ
ム
と
辺
民
社
会
」

に
は

「
第
十

章

清
朝

の
ア
ム
ー
ル
地
方
統
治
」
、
「
第
十

一
章

ウ
リ
ン
の
輸
送
問
題
と

辺
民
制
度

の
改
革
」
、
「
第
十
二
章

繊
維
製
品

の
流
入
と
辺
民
社
会
」

の
三

つ
の
章

が
含
ま
れ

て
い
る
。

こ
こ
で
は
統
治
者
側

の
視
点
に
立

っ
て
、
清
朝

の
ア
ム
ー
ル
川
支
配
が
そ

の
住
民

の
社
会

に
ど

の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た

の
か
を
扱

っ
て
い
る
。
第
十
章

で
は
主

に
ア
ム
ー
ル
川
や
ウ

ス
リ
ー
川
流
域

に
派
遣
さ
れ
た
役
人

の
身
分
と
職
務

に

つ
い
て
、
第
十

一
章
と
十
二
章
で
は

毛
皮

を
貢

納

し
た
者

に
対

す

る
恩
賞

(ウ
リ
ン
)
と

そ

の
主
要

な

品
目

で

あ

っ
た
絹
や
綿
織
物

な
ど
の
繊
維
製
品

の
流

入
状

況
に

つ
い
て
分
析
し
た
も

の
で
あ
る
。

こ
れ
ら

の
論
文

は
い
か
に
も
歴
史
学
者

ら
し

い
視
点
、

つ
ま
り

史
料

に
忠
実
な
歴
史

の
再

構
築

を
試

み
る
と

い
う
視
点

で
、
清
朝

の
統
治

シ

ス
テ
ム
が
描
か
れ

て
い
る
。

こ
れ
を
住
民
の
側
か
ら
見

た
統
治

シ
ス
テ
ム
の

あ
り
方
と
比
較
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
清
朝

の
ア
ム
ー
ル
、

サ

ハ
リ
ン
支
配

が
よ
り
立
体
的

に
描
か
れ
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

一
〇
七

(
四
一
七)



童日

評

附
篇

と
し

て
加

え

ら
れ

た
二

つ
の
論
文
、
「
十
九
世
紀

に
お
け
る

ア
ム

ー

ル
川
下
流
地
方
辺
民

の
貢

納
状
況
」
と

「間

宮
林
蔵

が
デ

レ
ン
で
出
会

っ
た

中
国
人
」
は
そ
れ
ぞ
れ

一
九

世
紀

の
清
朝

の
ア
ム
ー
ル
支
配

に

つ
い
て
分
析

を
加
え
た
も

の
で
あ
る
。
著

者
は

『寧

古
塔

副
都
統
衙
門
棺
案
』
を
重
視
し

た
研
究
を
本
書

に
ま
と
め
た
た
め

に
、
基
本
的

に
分
析
対
象
が

一
八
世
紀

の

状
況

で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
清
朝

の
支

配
体
制
、
統
治
機
構
が
構
築
さ
れ
、

完
成
す
る
過
程

の
分
析

で
も
あ

っ
た
。

そ
れ
に
対

し
て

『
三
姓
副
都
統
衙
門

楢
案
』

に
描
か
れ

て
い
る
の
は
、
既

に
完
成
期
を
過
ぎ
、
衰
退
期
、
崩
壊
期

に
さ
し
か
か

っ
た
段

階
で
あ
る
。

そ
の
点

に

つ
い
て
は
、
著
者
は
ま
だ
十
分

な
分
析
は
行

っ
て

い
な
い
。

そ
の
た
め
に
、

一
九
世
紀

の
状
況
を
主

に
分
析

し
た
こ
の
両
論
文

は

「附
篇

」
と

い
う
形

で
本
書

に
含
め
ら
れ
た
と
考

え
ら

れ
る
。
本
書

は
完
全

な
歴
史
学

の
研
究

書
、
専
門
書

で
あ
る
。
内
容
的

に
は
ア

ム
ー
ル
川
流
域
、

サ

ハ
リ
ン
、

ロ
シ
ア
沿
海
地
方
と
、
東
洋
史
学

の
中

で
は

か
な
り
特
殊

な
地
域

を
扱

っ
て
い
る
た
め
、
広
く
関
心
を
呼
ぶ
よ
う
な
本

で

は
な

い
。

し
か
し
、
基
本
史
料
と

し
た

『
寧
古
塔
副
都
統
衙
門
棺
案
』
の
精

度

と
質

が
高

い
こ
と
か
ら
、
収
録
さ
れ
た
論
文
は

い
ず
れ
も
優
れ
た
も
の
ば

か
り
で
あ
り
、

ま
た
、
良
質

の
史
料

に
基

づ
い
て
い
る

こ
と
か
ら
、
こ
れ
か

ら
議
論
す

べ
き
問
題
点
も
多
く
、

そ
の
意
味

で
も
各
論
文

の
意
義

は
大

き
い
。

ま
た
、
扱

っ
て
い
る
地
域
が
歴
史
学

で
は
辺
境
だ
が
、
地
理
学
、
人
類
学

・

民
族

学
、

あ
る
い
は
言
語
学

な
ど

で
は
重
要
な
地
域

で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
分

野

を
専
攻
す

る
研
究
者

に
と

っ
て
も
見
逃
せ
な

い
本

で
あ
る
。
し
か
も
、
今

や
歴
史
性
を
抜
き

に
し

て
は
人

々
の
社
会
や
文
化
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
く

な

っ
て
お
り
、
特

に
人
類
学

・
民
族
学

に
と

っ
て
も

こ
の
よ
う
な
良
質

の
歴

史
学

の
著
作
は
重
要

で
あ
る
。

三

本
書
が
は
ら
む
問
題
点

一
〇

八

(
四
一八
)

以
上

の
よ
う

に
、
良
質

で
精
度

の
高
い
史
料

か
ら
清
朝

の
ア
ム
ー
ル
支

配

に
関
す
る
多
岐

に
わ
た
る
課
題
を
、
整
然
と
し
た
論

旨

で
明
確

に
し
た
と

い

う
点

で
本
書
は
優

れ
た
歴
史
学

の
研
究
書

で
あ
る
こ
と
は

い
う
ま

で
も
な
い
。

し
か
し
、
と
は

い

っ
て
も
本
書

に
も
問
題
点

は
残

さ
れ

て
い
る
。

こ
こ
で
は

い
く

つ
か

の
重
要
な
問
題
点
を
指
摘
し
て

い
こ
う
。

ま
ず
本
書
の
表
題
そ

の
も

の
が
大
き
な
問
題
を

は
ら
ん
で

い
る
。
著
者

は

そ

の
中

で

「
少
数
民
族
」
と

い
う
言
葉

を
使
用

し
た

が
、
清
朝
時

代

に
ア

ム
ー
ル
川
流
域
に
暮
ら
し

て
い
た
人
々
を
こ
の
よ

う
な
概
念

を
使

っ
て
表

し

て
よ

い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
主
に
文
献
を
扱
う
歴
史
学

と
、
実

地
調
査
資

料
を
扱
う
人
類
学

が
共
有
す

べ
き
重
要
な
問
題
点

で
あ
る
。

人

類
学
者

や
民
族
学
者

の
間

で
は
常
識

で
あ

る
が
、

「少
数

民
族
」

と
い

う
概
念
は
近
代
国
家
、
し
か
も
植
民
地
を
有
す

る
国
家

や
帝

国
主
義
的

な
多

民
族
国

家

の
中

で
生
ま
れ
た
概
念

で
あ
る
。

「
少
数
」

と
い
う
の
は
相
対
的

な
も
の

で
人

口
何
人
以
下
と

い
う
具
体
的
な
定
義

は
な
い
が
、

こ
の
よ
う

に

呼
ば

れ
た
諸

民
族

に
共
通
す
る
特

徴
と
し
て
、
生
産
形
態

や
社
会
組
織
等
が

未
発
達

で
、
近
代
的
な
国
家
機
構

や
産
業
経
済
を
営

む
こ
と
が
で
き
ず
、
社

会
発

展
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
人
々
と
い
う
よ
う
な
否
定
的

な
も

の
が
想
定
さ

れ
る

こ
と
が
多

い
。

そ
の
よ
う
な
概
念
を
使

っ
て
把
握
す

べ
き
人

々
が
、

一
七
、

一
八
世
紀

の

清
朝
支

配
下

の
ア
ム
ー
ル
川
流
域

に
い
た

の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ

は
、

「
少
数

民
族
」

と
い
う
概
念
も
含

め
て
、
十
分

に
検
討
す

べ
き
問
題

で
あ

る
。
評
者



な

ど
は

こ
の
よ
う

な
標
題
を
見

る
と
、
清
朝

の
政
策

に
よ

っ
て
生
じ

た

ア

ム
ー
ル
川
流
域

の
地
域
史
が
、

現
在

の

「
先
住
民
族
」

(「少
数
民
族
」
に
は
差

別
的
な
意
味
が
含
ま
れ
る
の
で
近
年
は

「先
住
民
族
」
と
い
う
こ
と
ば
が
使
用
さ
れ
る

こ
と
が
多

い
)
の
社
会
と
文

化

に
ど
の
よ
う

に

つ
な
が

る

の
か
、
そ
し

て
著

者
が
初
め
て
読
み
解

い
た

『
寧
古
塔
副

都
統
衙
門

椹
案

』
に
よ

っ
て
明

ら
か

に
さ
れ
た
新
し

い
史
実
が
、
現
代

の
先
住
民
族
た
ち

に
ど

の
よ
う
に
受

け
取

ら
れ

る
の
か
な
ど
と

い
う
問
題
を
扱
う

の
で
は
な

い
の
か
と

い
う
期
待
を
抱

い
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
は
不
適
切
な
連
想
な

の
だ
ろ
う
か
。
本
書

で
は

こ
の

期
待
と

は
異
な
り
、

一
七
、
八
世
紀

の
史
実
と
現
代

の
先
住
民
族
と

の
関
係

性

は
論
じ

ら
れ

て
は
い
な

い
。

こ
の
表
題

に
使

わ
れ
た
用
語

の
問
題
と
関
連
し

て
、
著
者

の
先
住
民
族

に

対

す
る
意
識
を
表

す
も

の
と
し

て
、
民
族
名

の
表
記
方
法

の
問
題
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
著
者

は

「
ニ
ヴ

フ
族
」
、

「
オ
ル
チ
ャ
族
」

の
よ
う
に

「
～

族
」
と

い
う
接
辞

を
付

し
て
表

し
て
い
る
が
、
先
住

民
族

の
権
利
擁
護
運
動

や
文
化
復
興
運
動

が
盛

ん
な
現
在

、
な
ぜ
差
別
性

を
帯

び
た

「～
族
」
と

い

う
接
辞
を

つ
け
た

の
か
理
解

に
苫

し
む
。
評
者
も

一
九
八
〇
年

代
ま
で
は
こ

の
接
辞
を

つ
け
た
民
族
呼
称
を
使

っ
て
論
文
を
書

い
た

こ
と
も
あ

っ
た
。

し

か
し
、

一
九
九
〇
年
代

に
日
本

で
も
人
類
学
、
民
族
学
が
自
ら
の
研
究

対
象

と
し

て
き
た
社
会
や
文
化

に
対
す
る
態
度
を
検
証
し
、
自
己
批
判
す
る
傾
向

を
強

め
て
以
来
、
評
者
は

「
～
族
」
と

い
う
接
辞
を

は
ず
す
よ
う

に
努
め

て

い
る
。
先
住
民
族
問
題
研
究

の
専
門
家

で
あ

る
ス
チ

ュ
ア
ー
ト

・
ヘ
ン
リ

の

指
摘
を
待

つ
ま

で
も

な
く
、

日
本
語

の

「
～
族
」
と

い
う
呼
称
は
明
ら
か

に

(1
)

未
開
人

と
い
う
意
味

を
含
ん

で
い
て
、
差
別
性
を
帯
び

て
い
る
。
本
書

の
民

族

呼
称

を
そ
の
よ
う
な

「～
族
」
と

い
う
表
記

に
統

一
し
た

こ
と
は
、
著
者

書

評

の
研
究
対
象

と
す
る
人
々

に
対
す
る
差
別
性
を
持

っ
た
意
識

の
表

れ
で
あ
る

と

い
わ
れ

て
も
反
論

の
余
地
は
な

い
だ
ろ
う
。
文
書

の
信
慧
性

に
対
す
る
厳

し

い
吟
味
と
学
術
用
語

の
厳
密
な
使
用
を
求

め
る
歴
史
学

の
著
作

に
お

い
て
、

民
族

に
関
す

る
用
語

の
使
用

に
不
備
が
見
ら
れ
た
の
は
残
念

で
あ
る
。

本
書

の
構
成

に

つ
い
て
も
不
満
が
残
る
。

個

々
の
論
文

(章
)
は
実

に
秀

逸

で
、
歴
史
学
あ

る
い
は
民
族
学

の
白
眉
と
も

い
え
る
も
の
が
並
ん

で
い
る

の
は
確

か
で
あ
る
。

ま
た
、
扱

わ
れ

て
い
る
テ
ー

マ
も
清
朝

の
ア
ム
ー
ル
川

下
流
域

の
支

配
に
関

す
る
も
の
で
統

一
さ
れ

て
は

い
る
。
し
か
し
、

一
個

の

著
作

と
し
て
の
ま
と
ま
り
に
欠

け
、
論
文

の
寄
せ
集
め

に
す
ぎ
な

い
と

い
う

印
象

を
捨

て
き
れ
な
い
。

そ
れ
は
序
論
が
な

い
た
め

で
あ
る

(「序
文
」

は
あ

る
が
)。

一
個

の
著

作
と
す

る
た
め

に
は
東
洋

史
学

の
中

で
、
あ

る

い
は
東

北
ア
ジ

ア
史
研
究

の
中

で
本
書
が
ど
の
よ
う

に
位
置

づ
け
ら
れ

る
の
か
を
先

行
研
究
を
ふ
ま
え

て
論
じ
る
序
論
が
必
要

で
、

そ
れ
に
よ

っ
て
集

め
ら
れ
た

論
文
と
そ

の
配
置
が
活
き

て
く
る
。

評
者

が
こ
の
書
評

の
冒
頭

に
記

し
た
よ

う
な
本
書

の
意
義
は
、
ま
ず
著
者
自
身
が
書

く

べ
き
も
の
で
、

そ
れ
に
対
し

て
評
者
が
批
評
す

る
の
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
、
序
論

が
な

い
た

め
に
、
本

書

で
使

わ
れ
る
キ

ー
ワ
ー
ド
と

な
る
学
術

用
語

(「少

数
民
族
」
も
含
め
て
)
に
関
す

る
説
明
も

な
く
、
不
親

切
な
本

と

な

っ
て
し

ま

っ
て
い
る
。
本
書

の
学
術
的
意
義
は
非
常
に
高

く
、
歴
史

学
だ
け

で
な
く
、

民
族
学
、
地

理
学

な
ど
の
周

辺
諸
分
野

の
研
究
者

に
も
読
ま
れ
る

べ
き
本

で

あ
る
。

そ
の

こ
と
を
考

え
る
と
、
も
う
少
し
読
者

の
こ
と
を
考
え
た
作
り
方

を
し
て
も
よ
か

っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

続

い
て
、
問
題
点

で
は
な
い
が
、
評
者
が
著
者
と
意
見
を
異

に
す

る
点
を

挙
げ
て
お

こ
う
。

一
〇

九

(
四
一九
)



書

評

ま
ず
、

「第
五

章

十

八
世
紀

ア
ム
ー
ル
川
下
流
地
方

の
ポ
ジ

ホ
ン
」

の

結
論
部
分
で
、
著
者

は

一
八
世
紀

に
ア
ム
ー
ル
川
の
交
易
活
動

の
中
枢

に
い

た
ポ
ジ
ホ

ン

(満
洲
旗
人
出
身
の
女
性
と
結
婚
し
た
毛
皮
貢
納
民
の
男
性
を
指
す
)

の
後
継
者
た
ち
が
そ

の
後

日
本

の
史
料

に
盛
ん

に
登
場
す

る
サ
ン
タ
ン
商
人

と
な

る
と

い
う
趣
旨

の
こ
と

を
記
し

て
い
る

(本
書

一
七
九
～

一
八
〇
頁
)
。

確
か

に
、
ホ
ジ
ホ

ン
は
商
業

活
動

に
熱
心

で
莫
大
な
財
産

を
築
か

な
け
れ
ば

取
得

で
き
な

い
地
位

な
の
で
、
彼

ら
や
彼

ら
の
子
孫

か
ら
サ
ン
タ

ン
商
人
と

な

っ
た
者
が

い
た
可
能
性

は
高

い
。

ま
た
、
評
者
が
調

べ
た
と

こ
ろ
で
も
、

一
八
〇

一
年

(享
和
元
年
)
に
中
村
小
市
郎

が
サ

ハ
リ

ン
の
白
主

で
出
会

っ

た
五
人

の
サ

ン
タ

ン
商
人

た
ち
の
内

三
人

が
、

モ
ン
ゴ

ロ

(中
村
は
モ
ン
コ
レ
、

モ
ン
コ
ン
と
記
す
)、

コ
イ

マ
ン

(同
じ
く

コ
イ
マ
ン
チ
ャ
)
、

ジ
ャ
リ
ン

(同
じ

く
ジ
ャ
リ
ン
チ
ャ
)
と

い
う
ポ
ジ
ホ
ン
を
輩
出
し

た
村

か
ら
来

て
い
る
。

し
か
し
、

評
者

は
サ

ン
タ

ン
商
人

を
必
ず
し
も

ポ
ジ
ホ
ン
の
後
継
者

に
限

定
す
る
必
要
は
な

い
と
考

え
て
い
る
。
と

い
う

の
は
、

日
本
側

の
史
料

に
登

場
す
る
サ

ン
タ

ン
商
人

に
関

し
て
、
彼

ら
が
ポ
ジ
ホ
ン
や
そ
の
子
孫

で
あ

る

こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
人
物

が

一
人

も
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例

え
ば
、

一

七
九

二
年

(寛
政
四
年
)
の
サ

ハ
リ

ン
調
査

で
最
上
徳

内
が
出
会

っ
た
キ
ジ

村
出
身

の
ブ

ヤ

ン
コ
と

い
う
人
物

は
ガ

シ

ャ
ン

・
ダ

(毛
皮
貢
納
民

で
は
バ

ラ

・
イ

・
ダ
に
次
ぐ
第
二
の
地
位
)
で
あ
り
、
ま
た
、

ジ

ャ
ン
ギ

ン

(最
上
は

「
チ
ャ
ン
ケ
」
と
記
す
)
と

呼
ば
れ

て
尊
敬
さ

れ
る
人
物

で
あ

っ
た
こ
と
が
知

ら
れ

て
い
る

が
、
彼

の
妻
あ

る

い
は
母
方

の
祖
先

が
中

国
や
満

洲

の
出
身

だ

っ
た
か
ど
う
か
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

日
本
側

の
史
料

で
は
サ
ン
タ
ン
、

ス
メ
レ
ン
ク
ル

の
婚
姻
関
係
に
関
し
て
全

く
記
述

が
な

い
た
め
に
、

サ
ン
タ

ン
商
人
が
ポ
ジ
ホ

ン
の
子
孫

で
あ
る
可
能
性
も
十
分

に
あ
る
。

し
か
し
、

ホ

一
一
〇

(
四
二〇
)

ジ
ホ

ン
で
は
な
い
ガ

シ

ャ
ン

・
ダ

や

バ
ラ

・
イ

・
ダ

で
、

日
本

と
の
交
易
を

盛

ん
に
行

っ
て
い
た
者
が

い
て
も
お
か
し
く

は
な

い
だ
ろ
う
。

そ
れ
よ
り
も
、

ポ
ジ
ホ
ン
と
サ
ル
ガ

ン

・
ジ

ュ
イ

(毛
皮
貢
納
民
と
結
婚
し

た
満
洲
旗
人
の
女
性
)

に
関

し
て
も

っ
と
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

彼

ら
が
後

に
ア
ム
ー
ル
川
下
流
域

の
先
住
民
族

の
社
会
構
成

に
い
か
な
る
影

響
を
も
た
ら
し
た
の
か
と

い
う
点

で
あ

る
。

ナ
ー
ナ
イ
、
ウ
リ
チ
、

ニ
ヴ

フ

の
間
に
は
中
国

か
ら
来
た
女
性

が
祖
先

の
中

に
い
る
と

い
う
伝
承

が
散
発
的

に
聞

か
れ
、

ま
た
、

漢

民
族
出
身

の
奴
隷

(実
際
に
は
使
用
人
、
召
使
い
程
度

の
地
位
)
を
祖
先

に
持

つ
と
伝
承
さ
れ
る
氏
族
も
存
在

す
る

(例
え
ば
ナ
ー
ナ

イ
の
ナ
イ
ム
カ
氏
族
の

一
部
な
ど
)
。

一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初

頭
に

ニ
ヴ

フ
の
調
査
を
行

っ
た
L

・
Y

a
・
シ

ュ
テ
ル
ン
ベ

ル
ク
は

ニ
ヴ

フ
の
伝
承
と

し
て
三
姓
経
由

で
北
京
ま

で
中
国

の
嫁
を
買

い
に
行

っ
た
話

を
詳

し
く
伝
え

(2
)

て
い
る
。

A

・
M

・
ゾ

ロ
タ
リ

ョ
フ
は
中
国

か
ら
嫁
を
買

う
習
慣

に
よ

っ
て

ウ
リ
チ
や
ナ
ー
ナ
イ
の
間

に
召
使

い
を
使

う
習
慣
が
普
及
し
た

の
で
は
な
い

か
と

い
う
こ
と
と
、
満
洲
側
が
自
分

た
ち
の
娘
を
毛
皮
貢
納
民

に
嫁
が
せ
た

の
は
姻
戚
関
係
を
利
用
し
て
毛
皮
交
易

で
の
も
う
け
を
大
き
く
し
よ
う
と
し

(3
)

た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。
中
国
側

の
史
料
だ
け
に
依
拠

し

て

い
る
と
、
ポ
ジ
ホ

ン
と
サ
ル
ガ
ン

・
ジ

ュ
イ
の
制
度

は
清
朝

が
毛
皮
貢

納
民

に
与
え
た
恩
恵

の
よ
う
に
映
る
が
、
毛
皮
貢
納
民

の
側

に
立
て
ば
ま
た
別

の

姿
に
映

る
。

ホ
ジ
ホ
ン
と
サ
ル
ガ
ン

・
ジ

ュ
イ
の
存
在
が
ア
ム
ー
ル
川
下
流

域

の
人
々

の
社

会
に
ど

の
よ
う
な
影
響

を
与

え
て
い
た

の
か

に
つ
い
て
は
、

今
後
人
類
学

・
民
族
学

の
情
報

と
の
照
合
を

す
す

め
て
い
か
な
く

て
は
な
ら

な

い
。
も
う

一
つ
著
者
と
評
者

が
意
見

を
異
に
す
る
の
は
、

一
七

四
二
年

(乾
隆



七
年
)
に
キ

ジ
村

で
お
き
た
殺
人
事
件

の
サ

ハ
リ

ン
ア
イ

ヌ
の
交
易
活
動

へ

の
影
響

に
つ
い
て
の
評
価

で
あ
る
。

事
件
の
詳
細

は
本
書
第
六
章

に
詳

し
く

述

べ
て
あ

る
の
で
は
こ
こ
で
繰
り
返
す

こ
と
は
し
な

い
が
、

サ

ハ
リ

ン
東

海

岸

の

コ
タ

ン
ケ
シ

(棺
案
で
は
ク
タ
ン
ギ

・
ガ
シ
ャ
ン
)
に

い
た

シ

ュ
ル

ン
グ

ル

・
パ
ラ
に
属
す

る
ガ

シ
ャ
ン

・
ダ

の
ア
カ
ト

ゥ
ス
と
そ

の
仲
間
が
、
商
取

引

の
も

つ
れ
か

ら
、

ア
ム
ー
ル
川
流

域

の

コ
イ

マ

(同
コ
イ
マ
ン

・
ガ
シ
ャ

ン
)
の
ポ
ジ
ホ

ン
だ

っ
た
イ
ト

ゥ
ヒ
ヤ

ヌ
の

一
党

に
殺
傷

さ
れ
る
と

い
う
事

件

が

あ

っ
た
。
著

者

は
、

そ
れ

を

境

に
し

て

シ

ュ
ル

ン
グ

ル

・
パ
ラ
、

ト
ー

・
パ
ラ
な
ど
サ

ハ
リ

ン
東
海
岸

の
ア
イ
ヌ
の
人

々
が
毛
皮
貢
納
を
拒
否

す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の

こ
と
が
東
海
岸

と
大
陸
と

の
交
易
関
係
を
断
絶
さ

せ
、

ひ
い
て
は
ト

ー

・
パ
ラ
の

パ
ラ

・
イ

・
ダ
が

い
た
タ
ラ
イ
カ

(櫨
案
で

は
ダ
リ
カ

・
ガ
シ
ャ
ン
)
や
シ

ュ
ル

ン
グ
ル

・
バ
ラ
が

い
た

コ
タ

ン
ケ
シ
の

ア

イ

ヌ
が
衰
退

し
た
原
因

の

一
つ
に
な

っ
た

の
で
な

い
か
と
推
論

し
た

(本
書

二
〇
九
頁
)。

し
か

し
、

こ
と

は
そ
れ

ほ
ど
単
純

で
は
な

い
。

三
姓
副
都
統
衙
門

に
残
さ
れ

て
い
る

一
七
四
三
年

(乾
隆
八
年
)
、

五
四
年

(同

一
九
年
)、

六
〇
年

(同
二
五
年
)
、
七
七
年

(同
四
二
年
)

の
四
本

の
棺
案

に
よ
れ
ば
、

当
時

ク
イ

ェ

・
フ
ィ
ヤ
カ
と
呼
ば
れ
た
サ

ハ
リ

ン
に
登
録
さ
れ

た
六

つ
の

パ
ラ

(氏
族
)

の
中

で
、

ト
ー

・
バ
ラ
と

シ

ュ
ル
ン
グ

ル

・
パ
ラ

の
毛
皮
貢

納
状
況
は
他
の
四

つ
の

パ
ラ
に
比

べ
る
と
明

ら
か

に
消
極
的

で
あ

る
。
他

の
四

パ
ラ
が
何
れ
の
年

も
通
常
通
り
　
皮
を
貢
納
し

て
い
る

の
に
対

し

て
、
ト

ー

・
パ
ラ
は
事
件

の
翌
年

の

一
七
四
三
年

と

一
七
六
〇
年

に
は
欠

貢
し
、

一
七
五
四
年

に
前
年
分
も
含

め
て
二
年
分

を
収

め
、

一
七
七
七
年

に

通
常
通
り
貢
納
し

て
い
る
。

シ

ュ
ル

ン
グ

ル

・
パ
ラ

の
場
合

に
は
西
海
岸

ナ

書

評

ヨ
ロ
の
ヤ
ダ

ン

・
パ
ラ
と
行
動

を
と
も

に
す
る
四
戸
が
あ
り
、
そ
れ
が

一
七

四
三
年
、
五
四
年
、
六
〇
年
と
貢
納

を
続

け

て
い
る
が
、
主
要
な
三
四
戸
は

一
七
五

四
年

に
前
年
分
と
合
わ
せ
て
毛
皮

を
貢

納
し
た
以
外
は
、
欠
貢
し
た

(4
)

こ
と

に
な

っ
て
い
る
。

た
だ
、
両

バ
ラ
が
完
全

に
清
朝
と
関
係
を
断
絶
し

よ
う
と

し
た
と
も
思
え

な

い
。
と

い
う
の
は
、

一
七
五
四
年

に
は
前
年
分

の
毛
皮
も
持
参
し

て
き

て

お
り
、
前
年
の
欠
貢
理
由
が
居
住
地

で
疫
病
が
流
行

っ
た
た

め
だ

っ
た
と

い

う

こ
と

で
、

一
七
四
二
年

の
事
件
が
直
接
影
響
し

て
い
な
い
か

ら
で
あ

る
。

し
か
も
、
配
下

の
ガ
シ

ャ
ン

・
ダ
を
殺
さ
れ

た
シ

ュ
ル

ン
グ

ル

・
パ
ラ
と
は

違

い
、
ト

i

・
バ
ラ

に
は
清

に
対
す
る
毛
皮
貢
納

を
拒

否
す

る
積
極
的

な
理

由
が
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、

タ
ラ
イ
カ
の
有

力
者

の
方

が

先

に
衰
退

し
た
。

中
村

小
市
郎

に
よ
れ
ば
、

「
タ
ラ
イ
カ

の
乙
名
ヤ
イ
ラ
ツ

テ
、

ヲ

ツ
コ
ビ

ウ
ゲ
、
イ
バ
イ
レ
ク
ル
此

三
人
は
何
れ
も
船

一
艘
つ

つ
持
候

て
、

先
年

は
宗
谷
迄
も
行
候
者

に
有
之
候
得
共

、
追

々
三
人
共
致
病
死
、
右

の
跡
を
引
次
候

も
の
無
之
、
貧
休

に
相
成

候
旨

。

コ
タ

ン
ケ

シ
の
サ

ラ
レ
テ

相

ノ
と
云
者
去

々
年
死

ス
。
此
も

の
ヲ
ム

シ
ヤ

に
参
候
節
タ

ラ
イ
カ
乙
名

の

子
共
船
方
に
成
来
候
程

に
て
・
当
時
極
衰

ひ

い
た
し
農

」
と
あ

っ
て
・
ヤ

イ
ラ

ッ
テ

(満
文
椹
案

で
は
ヤ
ル
キ
)、

ヲ

ツ

コ
ビ
ウ
ゲ

(同
じ
く
オ
コ
ピ
オ
)

ら
の
子
供
た
ち
は

コ
タ
ン
ケ
シ
の
首
長
サ

ラ
レ
テ
相

ノ
の
船
方

を
さ

せ
ら
れ

る
ほ
ど
落
ち
ぶ
れ

て
し
ま

っ
た
の
で
あ

る
。

そ
れ
は

一
八
世
紀
末

の
こ
と
で

あ

る
。
た
だ

し
、

こ
れ
ら

の
コ
タ

ン

(ア
イ
ヌ
語
で
村
、
集
落
を
意
味
す
る
)
に
は
配

下

の
ガ

シ
ャ
ン

・
ダ
が

い
る

コ
タ
ン
が
あ

っ
た
。
間
宮
林
蔵

は
、

一
八
〇
八

～

〇
九
年

(文
化
五
～
六
年
)
当

時

の
ア
イ

ヌ
の

パ
ラ

・
イ

・
ダ

と
ガ

シ

ャ

一

一

一
(
四
二
一
)



書

評

ン

・
ダ

の
名
前
を
八
人
挙
げ

て
い
る
が
、
東
海
岸

に
は
ナ
イ
ブ

ツ
、

シ

ョ
ユ

ン

コ
タ

ン
、

そ
し

て
フ
ヌ
ツ
プ

の
三

つ
の
コ
タ

ン
に
そ
れ
ぞ
れ
ガ

シ
ャ
ン

・

(6
)

ダ
が

い
た
と
さ
れ

て
い
る
。
恐
ら
く

そ
れ
が
ト

ー

・
バ
ラ

に

一
名
、

シ

ュ
ル

ン
グ

ル

・
パ
ラ
に
二
名
登
録
さ
れ

て
い
た
ガ

シ
ャ
ン

・
ダ
だ

っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
当
時

バ
ラ

・
イ

・
ダ

は
ナ
ヨ

ロ
の
ヤ

エ
ン
ク

ル
ア
イ

ヌ

一
人

で
あ

っ

た
と

い
う

こ
と
か

ら
、

こ
の
三
人

の
ガ

シ

ャ
ン

・
ダ

は
す

で
に
そ

の
頭

を

失

っ
て
い
た
わ
け

で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
毛
皮
貢
納

に
肯
定
的
だ

っ
た
タ

ラ
イ
カ

の
方
が
否
定
的
だ

っ

た

コ
タ

ン
ケ

シ
よ
り
も

一
世
代
先

に
衰
退
し
た

の
か
、
そ
し

て

パ
ラ

・
イ

・

ダ

の
家
系
が
衰
退
し
た

の
に
、
配
下

の
ガ

シ
ャ
ン

・
ダ
が
な
ぜ
そ

の
後
も
生

き
残

っ
た

の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら

の
問
題

に
は

一
七
四
二
年

の
殺
人
事
件
が

直
接
関
与
し

て
い
る
よ
う

に
は
見
え
な

い
。
と

い
う

の
は
、
も
し

こ
の
事

件

が
両

コ
タ

ン
の
衰
亡
に
関
係
す
る
な
ら
ば
、
伝
承
と
し
て
ア
イ
ヌ
の
間
に
残

さ
れ

て
い
て
も

い
い
は
ず
だ
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
ナ

ヨ
ロ
の
ヤ

エ
ン
ク

ル
ア
イ
ヌ

の
暴
力
事

件
や
東
海

岸

ハ
ン
ゲ
タ
ラ
イ
カ
の
標

柱
の
件

は
間
宮
林

(
7
)

蔵
が
伝
え

て
い
る
が
、
大
陸

で
ア
イ

ヌ
が
殺
害
さ
れ
、

そ
の
事
件

と
関
係

し

て
満
洲
か
ら
役
人
が
来

た
、
あ
る

い
は
そ

の
た
め
に
ア
イ
ヌ
と
サ

ン
タ
ン
が

対
立
す
る
よ
う
に
な

っ
た
と

い
う
伝
承
は
確

認
さ
れ
て
い
な
い
。

両

コ
タ

ン
の
没
落

に
は
日
本

と
中
国

の
サ

ハ
リ

ン
に
お
け
る
政
治
経
済
的

な
勢
力
分
布
と
主
要
交
易
路

の
変

化
が
関
係
し

て
い
る
と
考
え

る

べ
き
だ

ろ

本
書

の
著
者

が
指
摘

す
る
よ
う
に
、

一
八
世
紀

ま
で
は
サ

ハ
リ
ン
の
交
易

路

に
は
中
部

で
島
を
横
断

し
て
ポ

ロ
ナ
イ
川

(
シ
ー
川
)

上
流

に
出

て
、

そ

れ
を
下

っ
て
タ
ラ
イ
カ
、

コ
タ
ン
ケ
シ
に
至
り
、
東
海
岸
沿

い
に
南
下
し

て

一

一
一
一
(
四
二
二
)

ア
ニ
ワ
湾
沿
岸

の
ク
シ

ュ
ン

コ
タ
ン

(現
コ
ル
サ
コ
フ
)
に
出

る
ル

ー
ト
と
、

西
海
岸
を
南
下
し

て
ナ

ヨ
ロ
、
白
主

に
出
る
ル
ー
ト
が
あ

っ
た
。
両
者
を
比

較

し

て
み
る
と
、
清
朝

の
サ

ハ
リ
ン
支
配
と

い
う
観
点

で
は
両
者

の
重
要
性

は
同
等

で
あ
る
が
、

サ

ハ
リ
ン
を
大
陸
と
日
本

を
結

ぶ
物
流

の
中

継
地
と
す

る
観
点

で
見
る
と
、
西
海
岸

ル
ー
ト

の
方
が
有
利
で
あ
る
。

こ
ち
ら

の
方
が

距
離
も
短
く
、

一
貫

し
て
船
が
使
え
る
か
ら

で
あ
る
。
松
前
藩

が
白
主
に
会

所

を
設
け
た
の
も
そ
の
た

め
で
あ
る
。

日
本
側

(松
前
藩
)

が
蝦
夷
錦
や
青

玉
な
ど
大
陸
由
来
の
商
品
を
求
め

て
サ

ハ
リ

ン
と
の
関
係

を
強
め

て
い
く

の

は

一
八
世
紀
中

期

(
こ
の
事
件
の
前
後
)
か
ら
で
あ

る
。

そ
の

こ
ろ
か
ら
西
海

岸

ル
ー
ト

の
重

要
性

が
高
ま
り
、
東
海
岸
ル
ー
ト
は
、

日
本

へ
向

か
う
部
分

を
除

い
て
、
衰
退
し
て
い

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

タ
ラ
イ
カ
、

コ
タ

ン
ケ
シ

の
衰
退

は
こ
の
こ
と

に
起
因
す
る
。

タ

ラ
イ
カ
が

コ
タ

ン
ケ

シ
よ
り

早
く
衰
退

し
た

の
は
日
本

か
ら
よ
り
遠

か

っ
た
た
め
で
あ
る
。

そ
し

て
、

コ
タ

ン
ケ
シ
も

日
本
と

の
関
係

で
は
よ
り

南

の

コ
タ

ン
に
比

べ
れ
ば
不
利

に
な
る
た
め
、

サ
ラ
レ
テ
相

ノ
の
よ
う
な
強

力

な
指
導

者
亡
き
後

は
、
実

権
を
配
下

の

コ
タ

ン

に
奪

わ
れ

て

い

っ
て
し

ま

っ
た
の
だ
ろ
う
。

ナ
イ
ブ

ツ
、

フ
ヌ

ツ
プ
、

シ

ョ
ユ
ン

コ
タ
ン
な
ど
の

コ

タ
ン
な

ら
ば
、
地
峡
を
越
え

て
ナ

ヨ
ロ
に
出
れ
ば
、
西
海
岸

ル
ー
ト
に
も
ア

ク
セ

ス
で
き

た
。

日
本
と

の
交
易

に
も
サ
ン
タ
ン
交
易

に
も
参

入
で
き
た

こ

と
が
、

間
宮
林
蔵

の
時
代
ま

で
ガ
シ

ャ
ン

・
ダ
と
し

て
の
存
在
感

を
示

す
こ

と
が

で
き
た
理
由
だ

ろ
う
。

第
三

の
点

は
、
第
九
章

で
扱
わ
れ
た

一
八
世
紀

の
ア
ム
ー
ル
川
中
流
域

で

の
住
民
構
成

の
変
化

の
問
題

で
あ
る
。
同
章

に
お

い
て
著
者

は

「新
満
洲

・

三
姓

・
八
姓
な

ど
を
構
成
し
た
氏
族

の
大
部
分

は
ア
ム
ー
ル
川
中
流
地
方

だ



け
に
固
有

の
氏
族

で
あ

っ
て
、
満
洲
族

に
も

ヘ
ジ

ェ
に
も

共
通

の
氏
族

は
存

在
し

な

い
。
中

に
は
ウ
ジ

ャ
ラ

・
ゲ

イ
ケ

ル
氏
族

の
如
く
、
満
洲
族

と

ヘ

ジ

ェ
の
内
部

に
親
族
関
係

の
あ
る
氏
族

を
も

つ
も
の
も
存

在
す
る
が
、

こ
の

よ
う
な
氏
族
は
少
数

で
あ

っ
た
」

(同
書
三
二
西

頁
)
と
述

べ
、

さ
ら

に

「中

流
地
域

の
住
民
を

ヘ
ジ

ェ
の
系
統

と
考
え
る

こ
と
は

で
き
な

い
」

(同
書
三
一二

五
頁
)

と
結
論

づ
け
て
い
る
が
、

こ
の
判
断
は
早
計

で
は
な

い
か
と
思
わ
れ

る
。評
者

か
ら
見
れ
ば
、
著
者
は
ウ
ジ

ャ
ラ
や
ゲ
イ
ケ

ル
、
あ
る

い
は

ヌ
イ

ェ

レ

(ル
ヤ
ラ
)、

シ

ュ
ム
ル
な
ど

の

一
九
世
紀
後
半

の
段
階

で
満
洲
と

ヘ
ジ

ェ

(赫
哲
)
あ

る
い
は
ナ
ー
ナ
イ

の
双
方

に
名
を
残
す

バ
ラ

(氏
族
)

の
存
在
を

過
小
評
価
し
て
い
る
。

ア
ム
ー
ル
川

「
中
流
地
域

の
住
民
」
が
、

一
七
、

一

八
世
紀
の
佐

領
編
成

に
よ

っ
て
、
根

こ
そ
ぎ
移
住
さ

せ
ら
れ

た
と
考
え

る
の

は
不
自
然

で
あ
る
。
事
実
、

一
七

一
四
年

の
ヌ
イ

ェ
レ
、

ゲ
イ
ケ
ル
、

フ
シ

ハ
リ
、

シ

ュ
ム
ル
の
四

つ
の

パ
ラ
に
よ
る
佐
領
編
成

で
も
、
地

元
に
残

っ
た

者
あ
る

い
は
下
流

に
移
住
し
た
者

が
い
た

こ
と
は
、

後

の
中

国
領
内

の
赫
哲

や

ロ
シ
ア
領
内

の
ナ
ー
ナ
イ
の
氏
族

構
成

か
ら
も
推
測

で
き
る
。

ロ
シ
ア
領

の
ナ
ー
ナ
イ

の
中

に

「中
流

地
域

の
住
民
」

の
子
孫
が
か
な
り
重
要
な
構
成

要
素
と
し

て
入

っ
て
い
る
可
能
性
は
高

い
。

一
七
世
紀

に

「
フ
ル

ハ
部
」
、

一
八
世
紀

に

「新
満
洲
」
、

「
三
姓
」
、

「
八

姓
」
等
と
呼
ば
れ
た
松
花
江
下
流
域
、
ウ

ス
リ
ー
川
、

ア
ム
ー
ル
川
中

流
域

の
住
民

の
民
族
帰
属
や
親
近
感
を
あ
れ

こ
れ
議
論
す
る

の
は
、
現
在

の
人
類

学

の
立
場

か
ら
す
れ
ば
適
切

で
は
な

い
。

「
民
族
」

と

い
う
概
念
は
高
度

に

政
治
的

な
も
の
で
あ
り
、
時
代

に
か
か
わ
ら
ず
国
家
が
都
合

の
い
い
よ
う

に

解

釈
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、

フ
ル

ハ
部
が
満
洲
と
同
じ
言
語
を
話

書

評

す
と

い
う
記
述
が

『
満
文
老
棺
』

に
見
ら
れ
る
が
、
他
方

で

ロ
シ
ア
の
史

料

に
は
満

洲

の

ハ
ー
ン

(太
宗
ホ
ン
タ
イ
ジ
を
指
す
)
の
下

に
ダ

フ
ー

ル
や

ツ
ン

グ

ー
ス
、

ジ

ュ
チ

ェ
リ

(
フ
ル
ハ
部
に
相
当
す
る
)

ら
の
こ
と
ば
を
訳
す
通
訳

(9
)

が
い
た
と

い
う
情
報
も
あ

り
、
言
語

の
異
同
に
関

す
る
記
述

す
ら
も
政
治
的

な
判
断

の
影
響

を
免

れ
な
い
。

「中
流
地
域

の
住
民
」

の
言
語
、

文

化

の
詳

細

に

つ
い
て
は
、
中
国
側

の
記
録

だ
け

で
な
く
、

ロ
シ
ア
や
日
本

の
記
録
、

そ
し
て
現
在

の
先

住
民

の
記
憶

な
ど
も
勘
案
し
な
が
ら
総
合
的

に
解
明
し

て

(10
)

い
く
必

要
が
あ
る
。

ま
だ

い
く

つ
か
見
解
を
異

に
す
る
問
題
は
あ
る
が
、
紙
幅

の
関
係
も
あ

る

の
で
、
あ
と
は
ど
う
し

て
も
触
れ

て
お
き
た

い
細
か

い
問
題
点
を

二
点
指
摘

す
る

に
と
ど
め
る
。

一
つ
は

ア
ム
ー
ル
川

に
左
岸
か
ら
流

れ
込
む
ゴ

リ
ン
川

の
名
称

で
あ

る
。

著
者
は
古

い

ロ
シ
ア
の
資
料

に
基
づ

い
た
の
か

「
ゴ

リ

ュ
ン
川
」
と
表
記

し

て
い
る
が
、
地
元

の
ナ
ー
ナ
イ

の
人
々
の
意
見

で
は
そ
れ

は

ロ
シ
ア
側

の
誤

り
で
あ

っ
て
、

「ゴ

リ

ン
」

の
方
が
正
確

で
あ
る
と

い
う
。

現
在

ロ
シ
ア

で

刊
行
さ
れ

て
い
る
地
図

は
い
ず
れ
も
ゴ
リ

ン
の
方

を
採

用
し
て
い
る
。

も
う

一
つ
は
、
第
四
章

に
写
真
入
り

で
登
場

す
る
ブ

チ

ュ
、

あ
る
い
は
ブ

フ
チ

ュ
と
呼
ば
れ

る
聖
霊

に

つ
い
て
で
あ
る
。
著
者

は

ス
モ
リ

ャ
ー
ク
と
凌

純
聲

の
著
作

か
ら
こ
れ
が
シ
ャ

マ
ン
の
守
護

霊
の

一
つ
で
あ
る
と
説

明
し

て

い
る

が

(本
書

=
二
九
頁
)、

こ
れ
は
本
来

風

を
司

る
聖

霊

で
あ

る
。

1

・

A

・
ロ
パ
ー
チ

ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
聖
霊
は
山

の
上

の
洞
窟

の
前

に
い
て
、

(11
)

石

の
蓋

を
開
閉
し
て
吹
く
風
の
強

さ
を
調
整
し

て
い
る
と

い
う
。
た
だ
し
、

火
急

の
事

態
が
起

き
た
と
き
に
、

こ
れ
を
リ

レ
ー
し
な
が
ら
用
件
を
伝
え

た

と

い
う

『
寧
古
塔

副
都
統
衙
門
椹
案
』

の
記
述
は
興
味
深

い
。
今
後
ナ

ー
ナ

一

一
一二
(
四
二
三
)



書

評

イ
、

ウ
リ
チ
な
ど

の
間

で
ブ
チ

ュ
の
そ
の
よ
う
な
機
能

に

つ
い
て
確
認
し

て

み
た

い
。

注

(1
)

ス
チ

ュ
ア
ー
ト

・
ヘ
ン
リ

「
マ
ス

・
メ
デ

ィ
ア
に
登
場
す
る

「民
族
」

「
部

族
」
「族
」
使

い
分
け
の
基
準

は
何
か
」
『
民
族
學
研
究
』
六
二
巻

一
号

一
九
九
七

年

一
〇
九
頁
。

(2
)

日
↓
8

8

Φ甥

肖

国
●

遵

謡

§

曽

嬉
。
糞

8
き

◎ミ
"

ミ

§
◎§

寒
ミ
》

ミ

§
卜

×
&

巷

8

霞

●
一
り。。ω
8
℃
・
ω
8
-
。。臼

(3
)

ω
o
き

↓巷

Φ
しu
.
〉
・
ζ
.
寄

9
恥鼠

qミ

&

嵩
b
§
蕊
§

しミ
ミ
ミ
.
×
帥
9
マ

o
じロ
霞

」

㊤
。。
O
o弓

。
お

(
4
)

『
三
姓
副
都
統
衙
門
棺
案
」

第
五
巻
三
六
三
⊥

二
六
五
頁
、

第

二
四
巻

一
四

九
-

一
五
二
頁

、
第
四
〇
巻

一
九

三
-

一
九

五
頁
、
第

五
〇
巻

三
九
〇
1

三
九

二

頁

(遼
寧
省

棺
案
館

・
遼

寧
社
会
科
学

院
歴
史
研

究
所

・
藩
陽
故
宮

博
物
館
編

『三
姓
副
都
統
衙
門
満
文
橋
案
訳
編
』

遼
藩
書
社

(溜
陽
)

一
九
八

四
年

=
二
三

-

一
三
七

頁
は
そ
の
現
代
中
国
語
訳
)
。

(
5
)

中
村

小
市
郎

『唐
松

の
根
』
大
阪
大
学
懐
徳
堂
文
庫
所
蔵

一
八
〇

一
年
六
五

丁
、
刊
本

で
は

「唐
太
雑
記
」
高
倉
新

一
郎
編

『犀

川
会
資
料
全
』
北
海
道
出
版

企
画
セ
ン
タ
i

一
九

八
二
年
六
四
三
-
六
四
四
頁
。

(6
)

間
宮
林
蔵

「北
夷
分
界
余
話
」
洞
富
雄

・
谷
澤
尚

一
郎
編

『東
轄
地
方
紀
行

他
』
平
凡
社

一
八

一
〇
年

(
一
九
八
八
年
)

一
〇
四
頁
。

(7
)

間
宮
林
蔵

「北
夷
分
界
余
話
」
洞
富
雄

・
谷
灘
尚

一
郎
編

『東
燵
地
方
紀
行

他
』
平
凡
社

一
八

一
〇
年

(
一
九
八
八
年
)

一
〇
六
頁
。

(8
)

佐

々
木
史
郎

「東

ア
ジ

ア
の
歴
史
世
界

に
お
け
る

ア
イ

ヌ
の
役
割
」
澤
登
寛

聡

・
小

口
雅
史

(編
)

『
ア
イ

ヌ
文
化

の
成
立
と
変
容
-
交
易
と
交
流
を
中
心
と

し

て
』
法
政
大
学
国
際

日
本
学
研
究
所
二
〇
〇
七
年
八
四
五
-
八
六
九
頁
。

(9
)

満
文
老
棺
研
究
會
訳
註

『
満
文
老
棺
』

1
東
洋
文
庫

一
九
五
五
年
八

二
頁
。

一
一

四

(
四
二
四
)

℃
網
8
臣

箇

昌

×
8

召
鋤
臼
鵠
器

oズ
器

ズ
o
言
ヨ
§

自

凶

℃
①
戸

誉

詰
§

竃
鳶
§

ま

§

ミ
§
帖
§
ミ
起
ミ

§
§

≧

8
言

。。
.
O
臣

遷

目
§

℃9

℃
り

一。。心
。。

Ω
ゼ
・
釦。。。

前
者

で
は

フ
ル

ハ
部

を
指

し

て

「言

語

の
同

じ

言

密
コ
諸

国
」

と
表
現

し
、
後

者

は

「
ハ
ー
ン
は
独
自

の
こ
と
ば
を
話
す
」
、
「
ハ
ー
ン
の
下
に
は
我

々

の
こ
と
ば

の
通

訳
が
い
る
」
、
「
ハ
ー
ン
は
独
自

の
文
字
を
使
う
」
と
述

べ
て
い
る
。
後
者

は

V

・
ポ

ヤ
ル

コ
フ
が
記
録
し
た

ツ
ン
グ

ー
ス
の
シ
ャ
マ
ギ
ル
氏
族

の
ト
プ
ク

ニ
、

ダ

フ
ー
ル
の
有
力
者
ベ
ブ

ラ
、
ジ

ュ
チ

ェ
リ

の
有
力
者
チ
ネ
ガ
の
三
人
の
供
述

で

あ
る
。
彼

ら
の
共
通
言
語

は
ダ

フ
ー
ル
語

(
モ
ン
ゴ
ル
語
の

一
派
)

だ

っ
た
可
能

性
が
あ
り
、
太
宗
は
ダ

フ
ー
ル
語

に
つ
い
て
通
訳
が
必
要
だ

っ
た
可
能
性
も
あ

る

が
、
も
し
ジ

ュ
チ

ェ
リ
た
ち
が
自
由

に

ハ
ー

ン
と
意
思
疎

通
で
き
て
い
た
な
ら
ば

こ
の
よ
う
な
発
言
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
。

(10
)

な
お
、

『寧
古
塔
副
都
統
衙
門
楢
案
』

の
解
読
が
進

め
ら
れ
る
以
前

で
は
あ

る
が
、
評
者
も
ゲ
イ
ケ

ル
、

フ
ス
ハ
ラ
、
ベ
リ
デ

ィ
、
キ
レ
、

サ

マ
ル
な

ど
の

バ

ラ

(氏
族
)

の
か

つ
て
の
居
住
地
と
そ

の
移
動

に
関
す
る
考
察
を
し

た
こ
と
が
あ

る
。

そ
の
詳
細
は
、
佐

々
木
史
郎

「
ア
ム
ー
ル
川
下
流
域

住
民

の
民
族
構
成

の
研

究

に
関
す
る
覚
書
」

『民
博
通
信
』

五

一
号
国
立
民
族
学
博
物
館

一
九
九

一
年
三

六
-
五
六
頁
、
同

「
松
花
江

に
お
け
る

エ
ス
ニ
ッ
ク
な
出
会

い
ー

フ
ル

ハ
部
ゲ
イ

ケ

ル

・
パ
ラ

の
軌
跡
」

黒
田
悦
子

(編

)
『
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
出
会

い
』

朝

日
新
聞

社

一
九
九
四
年
二
六
三
1
二
八
八
頁
、
同

「
近
現
代

の
ア
ム
ー
ル
川
下
流
域
と
樺

太

に
お
け
る
民
族
分
類

の
変

遷
」

『
国
立
民
族
学
博
物
館
研
究
報
告
』

二
六
巻

一

号
二
〇
〇

一
年

一
-
七
八
頁

、
同

「
サ

マ
ギ
ー
ル
の
来
歴
」
大
貫
静
夫

・
佐
藤
宏

之

(編
)

『
ロ
シ
ア
極
東

の
民
族

考
古

学
-
温
帯
森
林
漁
猟
民

の
居
住
と
生
業
』

六

一
書

房
二
〇
〇

五
年
七
七
ー
九
九
頁

を
参

照
。

(
11
)
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